
令和７年度指定障害児通所支援事業所向け研修会

開催：13:30～

開催までしばらくお待ちください！

【お願い事項】
１．オーディオはオフに設定ください。
２．ビデオはオンに設定ください。
３. 本研修会に関する質問は後日送付する

アンケートからお願いします
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放課後等デイサービスは、大別すると、「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地
域支援・地域連携」からなる。
こどもや家庭に関わる関係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援
（地域支援・地域連携）していくことも求められる。

【県内事例】
・ボランティアの受け入れ（学生や障がい者親の会など）
・保育園との交流イベント
・保育所や児童館での出張子育て相談（ミニ講話と参加者交流）
・地域のイベント出店
・地元の歯科医にお願いしての歯磨き指導。
・陶芸教室や音楽イベントへの参加。
・介護デイなどに行き、一緒にゲームやお茶会をして交流
・廃品回収、清掃活動に参加
・実習生等の受け入れ近くにある老人介護施設に訪問して、交流したり、活動で使う段
ボールを子どもと一緒にもらいに行っている。

・高齢者施設での夏祭り参加

→児童発達支援、放課後等デイサービスの質の向上のために、地域との交流が
大切である。

１.児童発達支援、放課後等デイサービスについて
○地域との交流事例について



２.保育所等訪問支援について
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保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月）
こども家庭庁作成 参照より

こども家庭庁作成
児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）より



２.保育所等訪問支援について

16

こども家庭庁作成
児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）より



２.保育所等訪問支援について

17

こども家庭庁作成
児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）より



２.保育所等訪問支援について

18
保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月）
こども家庭庁作成 参照より

保育所訪問支援をする際の注意点
Ｑ:訪問頻度は？
Ａ：２週間に１回程度、月２回を想定（個々の障害のあるこどもの状態に応じて柔軟に対応）

Ｑ：訪問時間は？
Ａ：保育所等訪問支援計画に定めた上で、３０分以上とすること

例：こども本人や訪問支援先施設の職員→１時間程度
訪問先施設への報告→３０分程度が基本となる

Ｑ：モニタリングの頻度は？
Ａ：６か月に１回以上行うこと

Ｑ：訪問先施設の日程調整で気を付けることは？
Ａ：訪問先施設の都合に合わせながら、訪問支援を行うに当たり優先度が高い場面やこ

どもに支援が必要な時間帯、訪問先施設の職員が対応の難しさ等を感じている時間
に訪問できるよう調整を行う。

（例）未就学児の場合：集団での活動の場面、給食時間、登降園時等
就学児の場合 ：教科学習、休み時間、移動教室等
訪問支援員は、訪問に当たっては、身分証明書を携帯すること



２.保育所等訪問支援について
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訪問支援の際に気を付けること

保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月）
こども家庭庁作成 参照より

・保育所等訪問支援事業所は、訪問先施設に対して、保護者の代弁者とならないよう、中立・
公正な立場で、関係修復を含め支援を行う必要があることを認識し、保護者の思いと訪問先
施設の思いの相違についてもしっかりと把握すること

・訪問先施設のニーズの把握に当たっては、まずは訪問先施設の立場に立って、訪問先施設
の職員の困りごとやこども又は保護者との関係で感じている難しさを共有した上で、保育所
等訪問支援を行うことが訪問先施設にとってもメリットがある、ということを感じてもらうこと

・訪問先施設に対する説明等
職員は、訪問先施設が保育所等訪問支援を円滑に受け入れることができるよう、適切な説
明を十分に行うとともに、必要な支援を行う責務がある。

・保育所等訪問支援計画の内容についての説明
○ 児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成に当たっての個別支援会議

に、訪問先施設の職員を招集する必要があり、支援の内容について、ともに考えていくこと
が必要である。

○ 職員は、訪問先施設に対し、保育所等訪問支援計画を交付するとともに、初回訪問時等
の機会に、保育所等訪問支援計画の内容を理解しやすいように説明を行い、当該保育所
等訪問支援計画に基づき、今回の訪問においてどのような支援を行うのかについて丁寧に
説明を行う必要がある。



３.運営基準等について
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〇児童指導員又は保育士（児童指導員等）の配置について（基準第５条）
児童指導員等は、児童発達支援の提供時間帯を通じて基準人員以上置くこと
（例）定員10名の障害児通所支援事業所の場合・・・児童指導員等２人
※常勤職員が有給の場合、常勤職員を代わりに配置する必要はなく非常勤職員を
代わりに配置し、基準人員を満たせばよい

※週6日営業（月～土）の場合、土曜日も基準人員の配置が必要
※児童指導員等に機能訓練担当職員等を含めることができるが、半数は児童指導員又は
保育士でなければならない

〇児童指導員となる要件（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第21条第6項）
・社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
・児童福祉事業に２年以上勤務（高校卒業以上）又は３年以上勤務（その他）
・小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
※養護教諭、栄養教諭は対象外

・学校教育法の規定による大学（短大除く）の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは
社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 など



３.運営基準等について
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〇児童福祉事業とは
・児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、
児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター
児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター など

・同法第12条・・・児童相談所
・同法第6条の2の2に規定する事業
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援事業

・同法第6条の3に規定する事業
児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業 など

〇実務経験年数について
1年の勤務・・・180日以上



３.運営基準等について
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〇医療的ケアとは（こども家庭長官が定める医療行為）

呼吸管理、喀痰吸引のほか次に掲げる医療行為
１ 気管切開の管理
２ 鼻咽頭エアウェイの管理
３ 酸素療法
４ ネブライザー
５ 経管栄養（経鼻胃管、胃ろう、経鼻腸管、経胃ろう腸管、腸ろう又は食堂ろうに

よるものに限る。）
６ 中心静脈カテーテルの管理
７ 皮下注射
８ 血糖測定
９ 継続的な透析
10 導尿
11 排便管理（消化管ストーマの管理又は摘便、洗腸若しくは浣腸（医療行為に

該当しないものとして別に定める場合を除く。）の実施に限る）
12 痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置
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〇医療的ケアを行う場合の人員

看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師）

〇医療的ケアを行う場合の看護職員の配置について

・医療的ケア区分３の児童の場合・・・児童1人に対して看護職員1人（1：1）
・医療的ケア区分２の児童の場合・・・児童2人に対して看護職員1人（2：1）
・医療的ケア区分１の児童の場合・・・児童3人に対して看護職員1人（3：1）

〇具体的な算出方法

・看護職員は1月間で勤務すべき延べ日数を満たす必要がある。
・サービスを提供する時間帯を通じて従事した場合に1人として数える。
ただし、時間帯を満たさず従事の場合はカウントできない。

（例）区分３の児童1人が5日利用、区分２の児童1人が8日利用
区分１の児童1人が10日利用、区分１の児童1人が14日利用
→区分３・・・5日×1人＝5人
区分２・・・8日×0.5人＝4人
区分１・・・（10日＋14日）×0.33人＝8人
合計・・・5人＋4人＋8人＝17人の延べ日数が必要
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〇児童指導員等加配加算について
基準人員を満たした上で、専門的支援体制加算対象者を除いて、1以上配置した
場合に加算の取得が可能
経験年数（5年以上、5年未満）、常勤（専従、換算）、その他従事者のいずれかで算定

〇児童指導員等加配加算の対象者
児童指導員、保育士のほか、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士
手話通訳者、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員、
強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者
※当該加算の経験年数には、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による
指導での教育に従事した年数を含む

※経験年数は、資格取得またはその職種として配置された以前の年数を含む

〇算定の留意事項
・複数者で常勤換算1.0を満たす場合は、加算単位が低い方で算定
（例）経験年数5年以上と5年未満で常勤換算1.0を満たす場合・・・常勤換算5年未満
・当該加算は常時見守りが必要な障害児への支援等の強化を目的としているため、
加配人員はサービス提供時間帯を通じて直接支援にあたる



３.運営基準等について
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〇専門的支援体制加算について
基準人員を満たした上で、児童指導員等加配加算対象者を除いて、1以上配置した
場合に加算の取得が可能

〇専門的支援体制加算の対象者
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士又は児童指導員（保育士又は
児童指導員として５年以上児童福祉事業に従事したものに限る。）、心理担当職員、
視覚障害児支援担当職員
※当該加算の経験年数には、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での
教育に従事した年数を含まない
ただし幼稚園の勤務年数は含まれる

※保育士又は児童指導員の経験年数は、資格取得又は任用からの児童福祉事業
に従事した年数のみ含まれる

〇算定の留意事項
・児童指導員等加配加算と同様、加配人員はサービス提供時間帯を通じて
直接支援にあたる



３.運営基準等について
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〇運営規程の重要事項について
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〇従業者の職種、員数及び職務の内容について（基準第37条第2号）
従業者の「員数」は日々変わりうるものものであるため、業務負担等の観点から、基準第５条にお
いて置くべきとされている員数を満たす範囲において、「〇人以上」と記載することも差し支えない。
（例）児童発達支援責任者 1人以上（1人以上は常勤）

児童指導員又は保育士 2人以上（1人以上は常勤） など

〇営業日及び営業時間
営業日及び営業時間の記載は必要であるが、サービス提供時間は記載不要
→重要事項説明書等に記載する必要あり

○定員の遵守について（基準第39条）
原則として、指定児童発達支援発達支援事業所が定める利用定員を超えた受け入れはできない
→利用児童の曜日等を調整するなどで定員超過しないように努める
ただし、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合を除く。
→やむを得ない事情で利用定員を超えて受け入れる必要がある場合は、県に相談すること
また、この場合において以下の点に留意
・利用人数に応じた人員配置
基準上、利用定員10名を超える場合は、5名又はその端数毎に1名の追加配置が必要
（例）定員10名の事業所で12名の受入となった場合・・・児童指導員等が3人必要

・1日あたりの定員超過人数
やむを得ない事情で受け入れる人数は1日あたり3名まで

３.運営基準等について
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〇記録の整備について（基準第５４条）
指定児童発達支援を提供した日から、５年以上保存すること（基準第54条）
→サービス提供の記録、個別支援計画、身体拘束の記録、苦情の内容、
事故の状況及び事故に際してとった記録 など

その他書類は法人別の関係法令を遵守し保存
→従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録

○電磁的記録について（基準第８３条）
書面の作成、保存等は電磁的記録により行うことができる。
※電磁的記録・・・パソコン、スマホ、タブレット等の電子計算機による記録
電磁的記録の保存・・・上記電子計算機に直接保存又はHDD、USB等に保存

〇電磁的方法による交付について
交付、説明、同意等は相手に十分配慮したうえで、かつ承諾を得て電磁的方法による
交付等が可能
交付、説明・・・電子メールでの送信やHPに掲載しダウンロードできる状態に置く 等
同意・・・客観的に同意の意思表示が確認できる方法

（例）電子メールでの受信、電子認証システムの利用 等
押印についてのQ＆A（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200622/200622honkaigi04.pdf）

３.運営基準等について
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○安全計画の策定等（基準第40条の２）
令和６年度から策定が義務化
・安全計画の策定及び定期的な見直し
・定期的な研修及び訓練の実施
・利用者に対する安全計画に基づく取組内容等についての周知
安全管理に関するガイドライン（https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/guideline_tebiki）

○感染症等の対策
・感染症等まん延防止のための対策委員会の定期的な開催（おおむね3月に1回、随時の開催）
・感染対策担当者の設置
・指針の整備
・定期的な研修及び訓練の実施（年2回以上）
感染対策マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html）

○事故発生時の対応（基準第52条）
事故等が発生した場合、必要な措置を講ずるとともに、速やかに県、支給決定市町村、家族
に連絡する必要がある。
→令和7年9月1日に「障がい児・者施設、事業所における事故等発生時報告要領」を改正し、
死亡又はそれに類する事故、事業所の責による事故を除き、電話による報告は不要に変更
原則電子申請システムによる報告

県事故報告要領（https://www.pref.oita.jp/site/syougai-shitei/jiko.html）

３.運営基準等について
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○業務継続計画（感染症、災害）
感染症や災害が発生した場合にあっても、サービスの提供を継続的に実施し、非常時の
体制で早期の業務再開を図るための取組み
令和6年度報酬改定により、感染症及び災害の両方の計画が策定されていなければ
所定単位数の1％減算
・業務継続計画の策定及び見直し
・従業者に対する周知
・研修及び訓練の実施（年1回以上）

業務継続ガイドライン(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html）

〇虐待防止
令和６年度報酬改定により基準を満たしていない場合、所定単位数の1％減算
・虐待防止委員会の開催（年1回以上） ・虐待防止研修の開催（年1回以上）
・虐待防止担当者の設置 ・虐待防止委員会の結果の周知
県虐待防止HP（https://www.pref.oita.jp/soshiki/12500/gyakutai-bousi.html）

〇身体拘束の禁止
令和６年度報酬改定により基準を満たしていない場合、所定単位数の1％減算
・身体拘束の記録 ・身体拘束等の適正化委員会の開催（年1回以上）
・指針の整備 ・研修の実施

３.運営基準等について



運営規定担当者
配置記録訓練研修保護者

周知
従業者
周知委員会計画・指針

〇〇5年年1回〇年1回〇虐待防止

〇5年年1回年1回〇身体拘束等の
禁止

〇〇年2回年2回〇年4回〇感染症

年1回年1回〇〇業務継続計画
（BCP)

〇防火管理者
（消防法）〇〇〇〇非常災害対策

〇〇〇〇〇〇安全計画

〇
(報告)

事故対応
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３.運営基準等について
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○自己評価について

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関す
る基準等を定める条例（大分県条例第６８号）により、おおむね１年に１回以上、その提供する
支援の質の評価を行い、常にその改善を図るとともに、当該評価及び改善の内容（以下、「自己
評価結果等」という。）の公表及び県への届出が義務

自己評価結果等の公表が未実施の場合、４月１日以降「未公表月から未公表状態が解消されるに
至った月までの間、障害児全員について減算適用（所定単位数の15％）」が行われます。

届出方法
大分県電子申請システム（予定）

新規指定から１年未満の事業所は、指定日から１年以内に随時届出を提出してください。

３.運営基準等について
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４.こども性暴力防止法について

こども家庭庁作成
こども性暴力防止法について（概要）より
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４.こども性暴力防止法について こども家庭庁作成
こども性暴力防止法について（事業者向けリーフレット）より
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４.こども性暴力防止法について 資料3 令和7年度こども家庭庁
補正予算案（参考資料）参照

※予算要求中のため、詳細については追って連絡いたします



５．情報公表報告について
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５．情報公表報告について
WAMNET（障害福祉サービス事業所検索）への登録をください。

【注意事項】
・毎年７月３１日までに更新ください。

・事業者(法人)情報の『システムからの連絡用メールアドレス』に間違いが無いか確認ください。
大分県からの情報はこのメールに発信しています。

・事業所登録内の『システムからの連絡先』を必ず記入ください。国からの災害通知連絡は
このアドレスに届きます。
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６．届出等が必要な加算等について
各種加算等では、人員基準、設備基準、利用者要件、支援実績等の実体的要件に加え、
県（又は中核市）への届出が必要となる加算がある。

１ 届出が必要な加算
報酬告示に「・・・として都道府県知事に届け出た○○○事業所において」といった記載
があるもの。＝「体制等状況一覧表」に項目があるもの
【要届出（例）】
・児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算
【届出不要（例）】
・欠席時対応加算 ・家族支援加算

2 届出が必要な場合の提出期限
加算開始月の前月15日まで
（例外有り⇒食事提供体制加算は届出日から算定可）
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６．届出等が必要な加算等について
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６．届出等が必要な加算等について
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６．届出等が必要な加算等について
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７.施設支援班からのお願いについて
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〇変更届の必要書類について
・下記チェックリストに記載の書類を提出ください。（記載のないものは提出不要です）



７.施設支援班からのお願いについて

44

○問合せ方法の電子化の施行について
施設の基準や加算の要件等に関する質問・相談について、電話での問合せを
原則、大分県電子申請システム（下記URLまたは２次元コード）でお願いいたします。
※緊急の場合は、電話でも構いません。
※質問内容をできる限り詳細にご記載いただきますようお願いします。

→事業者への回答方法
電話又はメール（大分県電子申請システムを通じて）

【問合せ先】
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/2263723341514821440



ご清聴ありがとうございました。
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